
 

平成25年 1月 11日 

 

「８つの疾病保障付住宅ローン“保障充実プラン”」の取扱開始について 

 

足利銀行(頭取 藤澤 智)では、平成 25 年 1 月 23 日(水)より、カーディフ生命保険

会社およびカーディフ損害保険会社を引受保険会社とする８つの疾病保障付住宅ローン

の保障内容をグレードアップしたプランの取扱いを開始いたします。 

 当行では、今後もお客さまの立場でサービスの向上につとめてまいります。 

 

記 

 
１．対象商品 

住宅ローン「暮らし上手」「暮らし上手Ⅱ」＜金利選択型＞ 
 
２．“保障充実プラン”の特長 
○これまでの８つの疾病保障付住宅ローンでは、ローン残高の50％保障となっていた

「脳卒中」「急性心筋梗塞」が、100％保障になります。 

○ご契約者の配偶者（女性限定）が、「乳ガン」「子宮ガン」「卵巣ガン」などの女性

特有のガンと初めて診断された場合に、一時金として100万円をお支払いいたしま

す。 

 

３．ご融資利率 

当行所定の住宅ローン金利に年0.10％上乗せさせていただきます。 
 
４．ご利用いただける方 

対象商品を新規にご利用いただく方で、お借入時の年齢が満20歳以上満51歳未

満、ローン最終返済時の年齢が満80歳未満の方となります。 

 

５．保障内容 

【別紙】のとおり 

 

６．取扱開始日 

平成25年 1月 23日（水） 

 
以 上 

 

 

 

 



 

 

 

【別紙】 

 

≪保障内容≫ 

保障項目 
金利年 0.10％上乗せ“保障充実プラ

ン” 

金利そのまま通常プラ

ン 

ガン保障 

（※1） 

ローンの実行日より 90 日経過後の翌日

以降、生まれて初めてガン（悪性新生物）

に罹患し、医師により診断確定された場

合、住宅ローン残高相当額が銀行に支払

われ、住宅ローンの返済に充当されま

す。 

 

同左 

脳卒中（脳梗塞・

脳内出血・くも膜

下出血）・急性心筋

梗塞保障 

（※2） 

ローンの実行日より 3 か月経過後の翌

日以降、脳卒中または急性心筋梗塞によ

り 60 日以上所定の状態が継続したと医

師により診断された場合、その時点の住

宅ローン残高相当額が銀行に支払われ、

住宅ローンの返済に充当されます。 

 

金利そのままプランで

は、住宅ローン残高の 2

分の 1 相当額が銀行に

支払われ、住宅ローンの

返済に充当されます。 

５つの重度慢性疾

患（高血圧症・糖

尿病・慢性腎不

全・肝硬変・慢性

膵炎）保障（※2） 

ローンの実行日より 3 か月経過後の翌

日以降、５つの重度慢性疾患により就業

できない状態となり、12 か月間就業で

きない状態が継続した場合、その時点の

住宅ローン残高相当額が銀行に支払わ

れ、住宅ローンの返済に充当されます。

 

同左 

死亡・高度障害保

障 

（※1） 

死亡・高度障害状態となられた場合、住

宅ローン残高相当額の保険金が銀行に

支払われ、住宅ローンの返済に充当され

ます。 

 

同左 

配偶者特約 

（女性限定） 

ローンの実行日より 3 か月経過後の翌

日以降、借入本人の配偶者が生まれて初

めて乳ガン・子宮ガン・卵巣ガンなどの

女性特有のガン（悪性新生物）に罹患し、

医師により診断確定された場合、配偶者

に 100 万円を支払われます。 

― 

※保険金・診断給付金のお支払には制限条件があります。 

※（※1）はカーディフ生命保険会社、（※2）はカーディフ損害保険会社が引受保険会

社となります。 
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